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来
年
４
月
か
ら
、国
の
子
ど
も・子
育
て
支

援
新
制
度
が
ス
タ
ー
ト
す
る
予
定
で
す
。
こ

れ
に
伴
い
、
幼
稚
園・保
育
所・認
定
こ
ど
も

園
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
認
定
を
受
け
る

こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
新
制
度
に
移
行
せ
ず
、
現
行
制
度
を
継
続

す
る
私
立・国
立
幼
稚
園
の
利
用
手
続
き
は
、

こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

１ 　
教
育・保
育
を
受
け
る
た
め
の
３
つ
の
認

定
区
分

　
新
制
度
で
は
、
保
護
者
は
３
つ
の
区
分
に

よ
る
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
認

定
を
受
け
た
場
合
は
、
認
定
証
が
交
付
さ
れ

ま
す
。
２
号・３
号
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、

保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
や
保
育
が
必
要
な

時
間
な
ど
が
考
慮
さ
れ
ま
す
。

２ 　
新
制
度
に
お
け
る
幼
稚
園・
保
育
所
な

ど
の
利
用
手
続
き

　
幼
稚
園・
保
育
所
の
利
用
の
手
続
き
は
左

の
図
の
と
お
り
で
す
。
認
定
こ
ど
も
園
で
、

短
時
間
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
幼
稚

園
、
長
時
間
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
保

育
所
の
利
用
手
続
き
と
同
じ
流
れ
に
な
り
ま

す
。

来
年
４
月
か
ら
保
育
所・幼
稚
園
な
ど
の

利
用
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

１　教育・保育を受けるための３つの認定区分

２　新制度における幼稚園・保育所などの利用手続き

認定
区分 対象年齢 内　容 利用対象施設

１号
認定

満３歳以上の就学前
の子ども 教育を希望する場合 認定こども園、幼稚園

２号
認定

満３歳以上の就学前
の子ども

保育の必要な事由に
該当し、保育を希望
する場合（※）

認定こども園、保育所

３号
認定 満３歳未満の子ども

保育の必要な事由に
該当し、保育を希望
する場合（※）

認定こども園、保育所

※保育の必要な事由とは、①就労②妊娠・出産③保護者の疾病・障害④同
居または長期入院している親族の介護・看護⑤災害復旧⑥求職活動⑦就学
⑧虐待やＤＶの恐れがあること⑨育児休業取得中に、既に保育を利用し
ている子どもがいて継続利用が必要であること⑩その他（①から⑨に類す
ると市が認める場合）。

幼稚園などの利用を
希望する場合

保育所などの利用を
希望する場合

幼稚園などに直接、利用
の申し込みをします
※市が必要に応じて利用
の支援をします。

1

幼稚園などから入園の内
定を受けます
※定員超過などの場合は、
面接などの選考がありま
す。

2

幼稚園などを通じて、利
用のための認定を申請し
ます
3

幼稚園などを通じて、市
から１号認定の認定証が
交付されます
4

利用する幼稚園などが決
まります5

市に「保育の必要性」の認
定申請をします
※利用の申し込み（３）も
同時にできます。

1

市から２号・３号認定の
認定証が交付されます2

保育所などの利用の申し
込みをします
※希望する施設名などを
記載します。

3

申請者の希望、保育所な
どの状況により、市が
あっせんなどの利用調整
をします

4

利用する保育所などが決
まります5

※市立幼稚園の入園手続きは広報みはら11月号で、保育所・認定こども
園の入所手続きは12月号でお知らせする予定です。

問
子
育
て
支
援
課

　
☎
０
８
４
８・67・６
０
４
２

　
教
育
振
興
課

　
☎
０
８
４
８・67・６
１
５
１
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①�

病
気
の
予
防
と
早
期
発
見・
早
期
治
療
の

た
め
、
定
期
的
に
健
診
や
が
ん
検
診
を
受

け
ま
し
ょ
う
。

②�

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
し
ま
し
ょ

う
。

③�

同
じ
病
気
で
複
数
の
病
院
に
何
度
も
か
か

る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

④
薬
の
も
ら
い
過
ぎ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
今
月
１
日
か
ら
、
国
保
の
保
険
証
が
新
し

く
な
り
ま
す
。
医
療
機
関
な
ど
で
受
診
す
る

場
合
は
、
必
ず
新
し
い
保
険
証
を
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。
有
効
期
限
は
来
年
９
月
30
日
で

す
。

　
た
だ
し
、
表
１
に
当
て
は
ま
る
人
は
、
有

効
期
限
が
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
有
効
期

限
が
切
れ
る
前
に
、
新
し
い
保
険
証
を
送
付

し
ま
す
。

　
国
保
以
外
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

や
、
市
外
へ
転
出
す
る
と
き
は
、
手
続
き
が

必
要
で
す
。

　
国
保
の
保
険
証
、新
し
い
保
険
証（
他
の
保

険
に
加
入
し
た
場
合
）、印
鑑
を
用
意
し
て
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
職
場
な
ど
の
健
康
保
険
を
や
め
て

国
保
に
加
入
す
る
と
き
は
、
保
険
を
や
め
た

証
明
書（
資
格
喪
失
証
明
書
）と
印
鑑
、
運
転

免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書
を
用
意
し
て
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

届�

出
先　
市
民
課（
市
役
所
本
庁
１
階
）、
各

支
所
地
域
振
興
課

　
市
で
は
、
全
国
や
県
の
平
均
と
比
べ
て
多

く
の
医
療
費
が
か
か
っ
て
い
ま
す（
図
１
）。

年
々
増
加
す
る
医
療
費
を
少
し
で
も
低
く
抑

え
る
た
め
に
、
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し

ょ
う
。

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
な
い
74
歳
ま
で
の
人
が
、
病
気
や
け
が
を

し
た
と
き
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
た
め
の
医
療
保
険
制
度
で
す
。

加
入
者
み
ん
な
で
健
康
を

支
え
合
う
の
が
国
民
健
康
保
険
で
す

表１　

図１　１人当たりの年間医療費の
　　　推移

●
資
格
に
異
動
が
あ
っ
た

　
と
き
は
手
続
き
を

●
み
ん
な
で
で
き
る

　
医
療
費
の
削
減

●
今
月
１
日
か
ら
は
、

　
新
し
い
保
険
証
の
使
用
を

● 

全
国
平
均
を
大
幅
に
上
回
る

市
の
医
療
費

問
保
険
医
療
課

　
☎
０
８
４
８・67・６
０
５
０

25

30

35

40
全国
広島県
三原市

H25Ｈ24Ｈ23Ｈ22Ｈ21Ｈ20

（万円）

（年度）

対　象 有効期限

75歳になる人 誕生日の前日

65歳になる退
職被保険者と
その被扶養者

退職被保険者
の誕生月の末
日（１日が誕生
日の場合は、
前月の末日）

国保だより

　国保では、ジェネリック（後発）医薬
品に切り替え、医療費（自己負担）の削
減額が大きかった人に通知しています。

●４月分の削減効果
・切り替えた人数　　　　3,684人
・削減された金額　　8,174,248円

 ジェネリック医薬品に
 よる医療費削減報告

▲新しい保険証（見本）

見　本

印
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予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う

水す
い
と
う痘
と
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
が

定
期
予
防
接
種
に
な
り
ま
し
た

　
今
月
か
ら
、
水
痘（
水
ぼ
う
そ
う
）と
高
齢

者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種
が
、
国

の
指
定
す
る
定
期
予
防
接
種
に
な
り
ま
し
た
。

　
定
期
予
防
接
種
は
、
感
染
力
が
強
く
、
予

防
の
必
要
性
が
高
い
疾
患
に
備
え
る
た
め
、

接
種
を
強
く
勧
め
る
も
の
で
す
。
病
気
の
予

防
、
重
症
化
を
防
ぐ
た
め
、
積
極
的
に
受
け

て
く
だ
さ
い
。

【
水
痘（
水
ぼ
う
そ
う
）】

対�

象
者　
①
１
歳
～
２
歳
の
子
②
３
歳
～
４

歳
で
接
種
し
た
こ
と
が
な
い
子

※
②
は
平
成
26
年
度
の
み
で
す
。

接�

種
回
数　
①
２
回（
１
回
目
と
２
回
目
の

間
隔
は
３
カ
月
以
上
あ
け
る
）②
１
回

※
水
痘
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
子
は
対
象

外
で
す
。

※
任
意
で
接
種
を
受
け
た
子
は
、
そ
の
回
数

を
接
種
回
数
に
含
み
ま
す
。

接
種
場
所　
広
域
予
防
接
種
受
託
医
療
機
関

料
金　
無
料

申�

し
込
み　
①
送
付
済
み
の
接
種
券
と
予
診

票
を
用
意
し
て
直
接
、
接
種
場
所
へ
②
母

子
健
康
手
帳
、
印
鑑
を
用
意
し
て
各
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
へ

【
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
】

対�

象
者　
市
内
に
住
所
が
あ
っ
て
接
種
の
意

思
が
確
認
で
き
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
人

　
①�

今
年
度
65・70・75・80・85・90・95
歳
に

な
る
人
と
１
０
０
歳
以
上
の
人

　
②�

接
種
日
に
60
歳
～
64
歳
で
、
心
臓・
腎

臓・呼
吸
器
の
機
能
、ま
た
は
ヒ
ト
免
疫

不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に

重
い
障
害
が
あ
る
人

※
①
の
対
象
者
に
は
案
内
文
を
送
っ
て
い
ま

す
。

接�

種
場
所　
広
域
予
防
接
種
受
託
医
療
機
関

料
金　
３
，０
０
０
円

※
任
意
で
接
種
を
受
け
た
人
は
対
象
外
で
す
。

※
定
期
接
種
化
に
伴
い
、
75
歳
以
上
の
人
を

対
象
と
し
た
接
種
費
の
補
助
は
、
来
年
３
月

末
で
終
了
し
ま
す
。

申�

し
込
み　
住
所
と
生
年
月
日
が
確
認
で
き

る
も
の（
保
険
証
な
ど
）と
印
鑑
を
用
意
し

て
各
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ

もやすごみ指定袋の支援措置の内容が一部変わります
　支援措置として、対象となる人にもやすごみ指定袋を交付してい
ます。今月から交付する指定袋の大きさが選べるようになりました。

対　象　者
※市内に住所があり、実際に
住んでいることが要件。

交付する指定袋
の大きさ 交付枚数

申　請　※代理申請も可能。

時　期 場　所 用意する物

２歳未満の乳幼児を養育
している人

大袋（45リットル）
または

中袋（30リットル）
または

小袋（15リットル）
※大きさを組み合わ
せることはできませ
ん。

大袋：33枚/年
中袋：50枚/年
小袋：100枚/年
※月割あり。
※乳幼児1人に
ついての枚数。

出生時　
※申請は１回限
りで、満２歳に　
達するまでの枚
数を交付します。

環境管理課・
各支所
地域振興課

①母子健康手帳
②申請者の印鑑
③申請者の本人確認ができる
もの（保険証など）

要介護４または５に該当
し、おむつを常時使用し
ている人

大袋：50枚/年
中袋：75枚/年
小袋：150枚/年
※月割あり。

新規認定時　
※２回目以降は
対象者の誕生月。

①介護保険被保険者証
②申請者の印鑑
③申請者の本人確認ができる
もの（保険証など）

日常生活用具給付等事業
で紙おむつの給付決定を
受けた人

資格取得時　
※２回目以降は
年１回随時。

①日常生活用具給付決定通知書
②申請者の印鑑
③申請者の本人確認ができる
もの（保険証など）

傷病などでおむつの常時
使用が必要と医師の診断
を受けた人

資格取得時
※２回目以降は
対象者の誕生月。

①診断書
※２回目以降の申請には必要
ありません。
②直近のおむつ購入領収書な
ど（コピー可）
③申請者の印鑑
④申請者の本人確認ができる
もの（保険証など）

問環境管理課　☎0848・63・1210

問
保
健
福
祉
課

　
☎
0
8
4
8・67・６
２
３
４
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小・中
学
校
に
は
就
学
学
校（
住
所
が
あ
る

通
学
区
域
の
学
校
）だ
け
で
な
く
、就
学
学
校

と
通
学
区
域
が
隣
接
し
て
い
る
学
校
に
入
学

で
き
る
隣
接
校
選
択
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、「
自
宅
か
ら
近
い
」

「
教
育
に
特
色
が
あ
る
」な
ど
の
理
由
で
、
希

望
す
る
隣
接
学
校
に
通
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対�

象　
来
年
度
、小・中
学
校
へ
入
学
す
る
人

申�

し
込
み　
11
月
４
日（
火
）～
11
日（
火
）

（
消
印
有
効
）に
、
持
参
ま
た
は
郵
送
で
申

請
書（
学
校
教
育
課
、各
幼
稚
園・保
育
所・

小
学
校
に
用
意
）を
学
校
教
育
課
へ

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
、
11
月
28
日（
金
）

に
公
開
抽
選
を
行
い
ま
す
。

※
転
居
な
ど
の
場
合
を
除
き
、
卒
業
ま
で
転

校
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
船
木
小・北
方
小・南
方
小
は
平
成
28
年
４

月
に
統
合
し
、
現
在
の
南
方
小
学
校
地
に
新

し
く
開
校
し
ま
す
。

※
公
開
研
究
会
で
は
授
業
な
ど
を
見
学
で
き

ま
す
。
学
校
公
開
は
随
時
実
施
し
て
い
ま
す

の
で
、各
学
校
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

入学を希望
する隣接学校 定員 公開研究会の日程 申請できる就学学校

三原小 30人　 糸崎小、中之町小、西小、
南小、久井小

糸崎小 10人 10月10日（金） 三原小、木原小
木原小 30人 糸崎小
中之町小 ５人 10月10日（金） 三原小、深小
西小 10人 10月８日（水） 三原小、南小、沼田小
田野浦小 10人 10月３日（金） 南小
須波小 15人 10月31日（金） 幸崎小
深小 25人 10月10日（金） 中之町小

南小 若干名 三原小、西小、田野浦小、
久井小

沼田小 10人 10月３日（金） 西小、沼北小
沼北小 20人 10月24日（金） 沼田小、本郷小
沼田東小 20人 10月１日（水） 沼田西小、小泉小

沼田西小 20人 10月８日（水） 沼田東小、小泉小、本郷小、
南方小

小泉小 ５人 10月１日（水） 沼田東小、沼田西小
幸崎小 15人 10月２日（木） 須波小
鷺浦小 10月８日（水）
船木小 ５人 10月10日（金） 本郷小、北方小、大和小

本郷小 ５人 10月３日（金） 沼北小、沼田西小、船木小、
北方小、南方小

北方小 25人 船木小、本郷小、南方小
南方小 20人 10月24日（金） 沼田西小、本郷小、北方小
久井小 若干名 三原小、南小、大和小
大和小 25人 11月28日（金） 船木小、久井小

入学を希望
する隣接学校 定員 公開研究会の日程 申請できる就学学校

第一中 15人 10月17日（金） 第二中
第二中 30人 10月10日（金） 第一中、第三中
第三中 15人 11月19日（水） 第二中、宮浦中、久井中
第四中 20人 11月19日（水） 幸崎中
第五中 30人 宮浦中、本郷中
幸崎中 15人 第四中
宮浦中 30人 11月７日（金） 第三中、第五中
本郷中 30人 11月６日（木） 第五中、久井中、大和中
久井中 25人 第三中、本郷中、大和中
大和中 10人 11月14日（金） 本郷中、久井中

【小学校】

【中学校】

問�

学
校
教
育
課（
〒
723-�

0014
城
町
一
丁
目
２

番
１
号
）

　
☎
０
８
４
８・67・６
１
５
４

通
学
す
る
小・中
学
校
が
選
べ
ま
す

 
来
年
度
の
新
入
生
が
対
象
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�問い合わせ先

問
契
約
課

　
☎
０
８
４
８・67・６
１
３
３

物
品
調
達・業
務
委
託
の
業
者
登
録

入
札
参
加
資
格
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　
入
札
参
加
資
格
の
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
。
市
が
発
注
す
る
物
品
調
達
と
業
務
委
託

の
入
札
や
見
積
も
り
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
登
録
が
必
要
で
す
。

有�

効
期
間　
平
成
27
年
4
月
1
日
～
平
成
30

年
3
月
31
日

対�

象　
物
品
調
達・
業
務
委
託
の
入
札
や
見

積
も
り
へ
の
参
加
を
希
望
し
、
①
②
い
ず

れ
の
要
件
も
満
た
す
業
者

①
引
き
続
き
1
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
る

②
納
付
す
べ
き
市
税
や
国
税（
消
費
税
）の
滞

納
が
な
い

●
物
品
調
達
な
ど

　
備
品
、
消
耗
品
、
原
材
料
、
印
刷
関
係
な

ど
、
次
の
18
種
目
が
対
象
で
す
。

①
事
務
用
品
類
②
情
報
処
理
関
係
③
家
具・

装
飾
類
④
印
刷・広
告
看
板
類
⑤
教
材・運
動

具
類
⑥
電
気
器
具
類
⑦
薬
品・
医
療
用
機
器

類
⑧
機
械
器
具
類
⑨
車
両・
建
設
機
械
類
⑩

縫
製・
繊
維
類
⑪
写
真・
時
計・
贈
答
品
類
⑫

日
用
雑
貨
類
⑬
燃
料
類
⑭
園
芸
資
材
類
⑮
建

築
資
材
類
⑯
物
品
の
貸
借
⑰
処
分
品
売
り
払

い
⑱
そ
の
他

●
業
務
委
託

　
建
築
物
衛
生

管
理
、設
備・機

器
の
保
守
点
検

な
ど
、
次
の
10

種
目
が
対
象
で
す
。

①
建
築
物
衛
生
管
理
②
設
備
保
守
点
検
③
機

器
等
保
守
点
検
④
施
設
管
理
⑤
検
査・
測
定

⑥
情
報・通
信
関
連
⑦
企
画
制
作
⑧
運
搬・運

送
⑨
廃
棄
物
の
収
集・運
搬・処
分
⑩
そ
の
他

受�

付
期
間　
10
月
14
日（
火
）～
31
日（
金
）（
消

印
有
効
）（
土・日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）9

時
～
12
時
、
13
時
～
17
時

申�

請
方
法　
申
請
書（
契
約
課
、各
支
所
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
用
意
）を
、第
10
会
議
室

（
市
役
所
本
庁
5
階
）へ
持
参
、
ま
た
は
契

約
課（
〒
723-�

8601
港
町
三
丁
目
５
番
１
号
）へ

郵
送

※
詳
し
く
は
、
契
約
課
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

  

平
成
27
～
29
年
度

10
月
は
浄
化
槽
月
間

浄
化
槽
法
定
検
査
を
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
は
、
正
し
く
使
用
し
な
い
と
悪
臭

や
環
境
汚
染
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
浄
化
槽

の
機
能
を
適
正
に
保
つ
た
め
、
浄
化
槽
を
管

理（
設
置
）し
て
い
る
人
は
、
法
律
に
よ
り
次

の
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
保
守
点
検

　
浄
化
槽
を
良
好
な
状
態
に
保
ち
、
正
し
く

機
能
さ
せ
る
た
め
、
県
の
登
録
を
受
け
た
業

者
に
保
守
点
検
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

②
清
掃

　
浄
化
槽
は
、年
１
回（
全
ば
っ
気
方
式
は
半

年
に
１
回
以
上
）の
清
掃
が
必
要
で
す
。市
の

許
可
を
受
け
た
業
者
に
清
掃
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。

※
点
検
と
清
掃
の
回
数
は
、
設
置
し
て
い
る

浄
化
槽
で
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
生
活

環
境
課
に
問
い
合
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
保
守
点
検
と
清
掃
の
記
録
は
、
３
年
間
保

存
し
て
く
だ
さ
い
。

③
法
定
検
査

　
県
が
指
定
し
た
検
査
機
関
に
よ
り
、
表
１

に
従
っ
て
法
定
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
検
査
員
は
身
分
証
明
証
を
携
行
し
て
い
ま

す
。
指
定
検
査
機
関
を
装
っ
た
詐
欺
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

以
下
の
浄
化
槽
も
５
年
に
１
度
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
検
査
と
な
り
、
よ
り
詳
し
い
検
査
が
行

わ
れ
ま
す
。
検
査
料
金
は
表
２
の
と
お
り
で

す
。

平
成
26
年
度
は
す
べ
て
の
浄
化
槽
が
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
検
査
の
対
象
で
す

　
平
成
26
年
度
の
法
定
検
査
で
は
、
10
人
槽

表１　検査の対象や検査機関など

表２　10人槽以下の浄化槽の検査料金

問
生
活
環
境
課

　
☎
０
８
４
８・67・６
１
６
８

検　査 対　象 回　数 種　類 指定検査機関
設置後の検査
（７条検査）

すべての
新設浄化槽 初回のみ ガイドライン検査

（環境省が示した86
項目の検査）

公益社団法人　広島県
環境保全センター

（☎082・849・6411）
定期検査

（11条検査）

11人槽以上 毎年１回

10人槽以下
５年に１回

５年に４回
効率化検査

（ガイドライン検査を
一部軽減した検査）

公益社団法人　広島県
浄化槽維持管理協会
（☎082・546・2168）

設置後の水質検査
（７条検査）

年１回の定期検査（11条検査）
効率化検査 ガイドライン検査

合併処理浄化槽 11,000円 5,000円 7,000円
単独処理浄化槽 － 5,000円 5,000円

※合併処理浄化槽はし尿と台所などの生活雑排水とを併せて処理する浄化槽、単独処理浄
化槽はし尿のみを処理する浄化槽です。

 

登
録
で
き
る
種
目
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